
社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する 

専門委員会の設置について 

 

 

１．設置の趣旨 

  放課後児童クラブについては、女性就業率の上昇に伴い利用児

童数が増加の一途にある中、量の拡充に加え、質の確保などのニ

ーズへの対応等が課題となっている。こうした状況を踏まえ、今

後の放課後児童クラブのあり方を含め、放課後児童対策について

検討するため、社会保障審議会児童部会に「放課後児童対策に関

する専門委員会」（以下「専門委員会」という。）を設置する。 

 

 

２．構成等  

（１）専門委員会委員は別紙参照のこと。 

（２）専門委員会には委員長を置く。 

（３）専門委員会は、委員長が必要があると認めるときは、関係者

の参加を求めることができる。 

（４）専門委員会の庶務は、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

  において処理する。 

 

 

３．主な検討事項 

（１）放課後児童対策について 

（２）その他 

 

 

４．その他 

（１）委員会は原則公開とする。 

  

第 1 回 
今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキング 

平成２９年１１月２８日 
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